
函館市地域放課後児童健全育成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（以下，

「法」という。）第６条の３第２項の規定に基づき，保護者が労働等に

より昼間家庭にいない児童に家庭に代わる生活の場を提供し，適切な遊

びや指導を通して，その健全な育成を図ることを目的とする事業の実施

に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に

定めるところによる。 

(1) 放課後児童 労働等により保護者が昼間家庭にいない児童をいう。 

(2) 事業 放課後児童に対し，家庭に代わる生活の場を提供し，適切な 

遊びや指導を通して，その健全な育成を図ることを目的とする事業を

いう。 

(3) 放課後児童クラブ 事業を行う場所をいう。 

(4) 運営主体 放課後児童クラブを運営する者をいう。 

(5) 入所児童 放課後児童クラブにおいて受け入れている放課後児童を 

いう。 

（対象児童） 

第３条 事業の対象は，函館市内の小学校に就学している放課後児童とす

る。 

ただし，市長が認めたその他の健全育成上指導を要する放課後児童も

対象とすることができる。 

（事業の委託） 

第４条 市長は，次に掲げる要件を満たす運営主体に事業を委託すること

ができる。 

(1) 法第３４条の８第２項の規定により，市長に放課後児童健全育成事 

業を行うものとして届け出ていること。 

(2) 函館市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定 

める条例（以下，「最低基準条例」という。）に規定する基準に基づい

て事業を実施していること。 

(3) 利用児童数（一の支援の単位を構成する放課後児童の数をいう。） 

が１０人以上であること。 

(4) 入所児童のための傷害保険および損害賠償保険に加入していること。 

(5) 政治的組織または宗教上の組織に属さないものであること。 



２ 市長は，既に委託している放課後児童クラブがある小学校区において

は，前項の要件を満たす場合にあっても，新たに事業を委託しない。た

だし，既に委託している放課後児童クラブが，登録児童数（入所児童の

数をいう。）の増加に伴う施設の狭隘化等により，受入が困難であると

きにはこの限りではない。 

３ 市長は，障がいのある児童を受け入れる運営主体に対し，市が障がい

について専門的知識等を有すると認めた放課後児童支援員または補助員

（以下，「障がい児担当職員」という。）を配置させることとし，運営

主体は，障がい児担当職員に直接障がいのある児童を担当させることと

する。 

（事業の期間） 

第５条 事業の実施期間は，４月１日から翌年の３月３１日までとする。

ただし，市長が特別な事情があると認める場合は，この限りではない。 

（事業の内容） 

第６条 事業は，次に掲げる内容を有するものとする。 

(1) 放課後児童の入所の決定  

(2) 入所児童の健康管理，情緒の安定の確保 

(3) 出欠確認をはじめとする来所時，活動中および帰宅時の入所児童の 

安全確保 

(4) 入所児童の活動状況の把握 

(5) 遊びの活動への意欲と態度の形成 

(6) 遊びを通しての自主性，社会性，創造性の育成 

(7) 下校時刻や行事予定，入所児童の病気や事故等に関する小学校との 

日常的な情報の交換および共有 

(8) 入所児童の発達，課題等に関する連絡帳や個人面談等による保護者 

との日常的な情報の交換および共有 

(9) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 

(10) その他入所児童の健全育成上必要な活動 

２ 次に掲げるものは，放課後児童クラブの自主事業とする。 

(1) 通常の利用料以外に料金を徴収し実施する時間外保育 

(2) 午後９時から翌日午前７時までの開所 

３ 事業の目的が児童福祉法第６条の３第２項の規定による放課後児童健

全育成事業とは異なるスポーツクラブや塾等，その他公共性に欠ける事

業は対象としない。 

（事業計画等） 

第７条 運営主体は，毎年度，委託を受ける放課後児童クラブ毎に次に



掲げる書類を提出しなければならない。 

(1) 別記第１号様式 事業計画書 

(2) 別記第２号様式 収支予算書 

(3) 別記第３号様式 入所児童名簿 

(4) 別記第４号様式 職員名簿 

(5) 保護者から提出される申込書類の写し 

(6) 障がいのある児童を受け入れている場合においては，療育手帳や身体 

障害者手帳，精神障害者保健福祉手帳または公的機関や医師が発行した 

障がいがある旨を記した診断書の写し 

(7) 運営主体規約および役員名簿 

(8) 施設の平面図 

(9) その他市長が必要と認める書類 

（調査等） 

第８条 市長は，運営主体に対して，予算の執行状況および委託した事業

の実施状況に関し報告を求め，実地に調査し，または必要な指示をする

ことができる。 

（実績報告等）   

第９条 運営主体は，事業完了後，１か月を経過した日までに次に掲げる

書類により，委託を受けた放課後児童クラブ毎の事業実績を市長に報告

しなければならない。 

(1) 別紙第５号様式 実績報告書 

(2) 別記第６号様式 収支決算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（書類の備え付け） 

第 10 条 運営主体は，次に掲げる書類を備え，これを整理しておかなけれ

ばならない。 

(1) 入所児童の名簿ならびに保護者から提出される申込書類 

(2) 入所児童の出席簿や放課後児童クラブ職員が作成する日誌等，実施 

状況のわかる書類 

(3) 運営に関する帳簿ならびに領収書や通帳等，帳簿の内容を裏付ける 

書類 

２ 前項の書類については，委託期間終了後５年間保存しなければならな 

い。 

（委託の取消および委託料の返還） 

第 11 条 市長は，運営主体が委託事業の実施に関し虚偽または不正を行っ

たときは，委託の取り消しおよび委託料の全部または一部について期限



を定めて返還を命ずることができる。 

（放課後子ども教室との連携） 

第 12 条 放課後子ども教室を実施する小学校区で開設する放課後児童ク

ラブは，連携して事業を推進するよう努めなければならない。 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，

別に定める。 

     

附 則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和５年７月１４日から施行し，令和５年４月１日から適

用する。 


